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市川第 20210000－  号 
令和 3 年  月  日   

 
千葉県知事  熊谷 俊人 様  

 
 市川市長 村越 祐民  

 
 

市川都市計画道路（千葉県決定）の変更に係る都市計画の案の申出について 
 
 
 このことについて、都市計画法第 15 条の 2 第 1 項の規定による案と成るべき

事項の申出を行います。 
  

 
 
 

（案） 資料１ 



区　域

番　号 路　線　名 起　点 終　点
主　な
経過地

延　長
構　造
形　式

車　線
の　数

幅　員

幹　線
街　路

３・４・25 湊海岸線 湊 塩浜
一丁目

千鳥町 約２，７３０ｍ 地表式 ２車線 １６ｍ

理　由

地下鉄東西線と立体交差
JR京葉線と立体交差
自動車専用道路1・2・1号と立
体交差
幹線街路と平面交差4箇所

「区域および構造は計画図表示のとおり」

構　造

　本路線のうち、起点から都市計画道路３・４・１８号浦安鎌ケ谷線までの延長約０．４キロメートル区間について、事業の実施にあたり、沿道からの交通
機能を確保するため側道を設けることなどから、線形や区域の変更を行うものである。

市川都市計画道路の変更（千葉県知事決定）

種

別

名　称 位　置
備　考

都市計画道路中３・４・２５号湊海岸線を次のように変更する。

地表式の区間における
鉄道等との交差の構造

資料２
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　理 由 書

　都市計画道路３・４・２５号湊海岸線は、旧江戸川の都県境を起点として、市川市塩浜に至る延長約２．７キロメートルの路線であり、旧江戸川渡河部の橋梁区間を除き概
成している。
　
　葛南地域における都県境では、江戸川及び旧江戸川に架かる限られた橋梁に交通が集中し、交通混雑が発生しており、交通混雑の緩和や帰宅困難者の円滑な避難
ルートの確保など防災面の観点から、本路線の整備を進める必要がある。

　本路線のうち、起点から都市計画道路３・４・１８号浦安鎌ケ谷線までの延長約０．４キロメートル区間について、事業の実施にあたり、沿道からの交通機能を確保するため
側道を設けることなどから、線形や区域の変更を行うものである。



資料３総括図（新）
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https://www.city.ichikawa.lg.jp/roa01/0000357911.html

https://www.pref.chiba.lg.jp/cs-katsunan/
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